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平成23年第16回教育委員会会議 

 

１ 日 時  平成23年10月12日（水） 13時30分～14時40分 

 

２ 場 所  ＳＴＶ北２条ビル４階 教育委員会会議室 

 

３ 出席者 

  委 員 長         山 中  善 夫 

  委  員         臼 井    博 

  委  員         設 楽  雅 代 

委  員         西 村  真 理 

  委  員         池 田  光 司 

委  員         北 原  敬 文 

  教育次長         町 田  隆 敏 

  生涯学習部長       長 岡  豊 彦 

  学校教育部長       金 山  正 彦 

  教育推進課長       蓮 実  一 郎 

  学事係長         菅 原   盛 

  教職員課長        池 戸  和 俊 

教職員人事担当課長    本 間  芳 明 

教職員人事係長      原 田   徹 

教職員人事担当係長    須 藤  勝 也 

教職員人事担当係長    齊 藤  隆 浩 

服務担当係長       八木野    久 

  庶務係長         宮 地  宏 明 

  書  記         川 畑  千 沙 

 

４ 傍聴者  ０名 

 

５ 議 題 

議案第１号 委員長選挙について 

議案第２号 委員長職務代理者の指定について 

議案第３号 札幌市奨学審議委員会委員の委嘱又は任命について 

議案第４号 平成24年度札幌市公立学校教員採用候補者選考審査の登録者 

決定について 
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◎ 開  会 

 

○山中委員長 それでは、これから、平成23年第16回教育委員会会議を開会いた

します。 

 会議録の署名は、設楽委員と池田委員にお願いします。 

 本日の議案につきましては、議案第３号は附属機関の委員の任免に関する事項、

議案第４号は職員の人事に関する関係で、教育委員会会議規則第14条第２号及び

第３号の規定によって、議案第３号、議案第４号につきましては公開しないこと

としたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山中委員長 それでは、議案第３号及び議案第４号につきましては、公開しな

いことといたします。 

 

 ◎ 議  事 

 

 ◎議案第１号 委員長選挙について 

 

○山中委員長 議案第１号について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○生涯学習部長 議案第１号についてご説明申し上げます。 

 教育委員会の委員長の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12

条第２項の規定により１年とされております。 

 山中委員長の委員長としての任期は、10月13日をもって満了となりますことか

ら、後任の委員長を選任する必要がございますので、平成23年10月14日から１年

間を任期とする委員長の選任につきまして、お諮りするものでございます。 

 なお、委員長選挙の方法及び手続については、特に定めがございませんので、

任意の方法で行うことができますが、これまでは指名推薦の方法により選出して

きております。これは、特定の委員を指名していただき、その委員を委員長と定

めてよいかを会議に諮り、指名推薦を受けた委員を除く他の委員の同意を得て、

その委員を委員長とするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○山中委員長 ありがとうございます。 

ただいま、事務局から説明がありましたけれども、今回の選挙につきましては、

従来同様、指名推薦によることとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山中委員長 それでは、指名推薦により委員長を選出することといたします。

推薦がありましたらお願いいたします。 
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○臼井委員 皆さんにお諮りしたいのですけれども、委員長としまして、引き続

き山中委員にお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

○臼井委員 皆さんにお諮りいたしまして、ご同意をいただきましたので、10月

14日から引き続き山中委員にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○山中委員長 それでは、私が、10月14日からも、引き続き委員長に就任するこ

とにさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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◎議案第２号 委員長職務代理者の指定について 

 

○山中委員長 続いて、議案第２号につきまして、事務局からご説明をお願いし

ます。 

○生涯学習部長 議案第２号について、ご説明申し上げます。 

 委員長の職務代理者については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

12条第４項の規定により、「委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。」ことになってお

ります。 

このことから、このたびの委員長の選任にあわせ、職務代理者についても指定

する必要がございます。 

本案件は、その職務代理者の指定について、お諮りするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきので、ご審議のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

○山中委員長 ただいま、事務局から説明がありましたが、皆さん、職務代理者

を推薦で決めてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山中委員長 それでは、引き続き、臼井委員を職務代理者に推薦させていただ

くことにしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山中委員長 では、そのようにさせていただきます。 

臼井委員、よろしくお願いいたします。 

 傍聴者の方はいらっしゃいませんね。ただいまから、公開しない審議となりま

す。 

   

 以下 非公開 


